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広川町教育支援センター「ふんわり」 

 

教育支援センター「ふんわり」の紹介 

 広川町教育支援センター「ふんわり」は、何らかの理由で学校を休みが

ちになっている小・中学生が通う施設です。 

 この教育支援センターは、学校と家庭の中間に当たるような位置づけ

で、家庭的な雰囲気の中で、一人一人の子どもに応じた学習支援や人との

ふれあいや体験活動等を行うことにより、子供たちの社会的自立に向け

ての支援をすることを目的とし、その中で子供たちに大きく次の 2 つの

力を育みます。 

・教科書やワーク等に取り組む中で身につく、国語や算数（数学）、英語

などの基礎的な学力 

・人とのふれあいや体験活動等で身につく、周りの人との接し方やかかわ

り方 

 支援にあたっては、在籍校、保護者、さらには他の関係機関との連絡を

こまめに取りながら進めていきます。 

 子供たちの成長を、焦らずに、ふんわりと見守っていこうということか

ら、「ふんわり」という名前をつけました。 
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「ふんわり」の開所 

 開所日は、広川町内の公立学校の授業日に準じます。 

 活動時間は、午前 10 時から午後 3 時までですが、まずは子供自身の

ペースで通所してもらい、少しずつ規則的な生活に近づけていくように

していきたいと思います。 

 なお、通所（体験入所も含む）した日は、在籍する学校長の判断のもと、

「出席」として認められます。 

 

 

「ふんわり」活用スタイル 

（一人一人のニーズに応じた柔軟な受け入れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふんわり」の１日 

 個人のペースに合わせて学習や体験活動を行います。 

１ 国語や算数（数学）、英語等の教科の学習 

２ 軽スポーツ・野外活動・調理実習等の体験活動 

通常は、次のような日課表に沿って、学習、生活を行います。 

１０：００～１０：１５ 朝の会・掃除 

１０：１５～１１：００ 学習１ 

１１：００～１１：１５ 休憩 

１１：１５～１２：００ 学習２ 

１２：００～１３：００ 昼食・昼休み 

１３：００～１４：３０ 体験活動 

１４：３０～１５：００ 帰りの会 

 

学校もふんわりも活用 

 

・学校 1日、ふんわり 4日 

・学校 3日、ふんわり 2日 

家からふんわりへ 
家 

 

社会的自立のために 

ふんわりへ 

自分にできる頻度から活用 

 

・週１/週 2活用 OK！ 
・午前中のみ、午後のみ活用
OK！ 
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「ふんわり」の運営 

1. 学習面の不安を少なくするために、子供の実態に応じて柔軟に対応し

ます。基本的には、学校で使用する教科書やワーク等を使って、子供

一人一人のペースや状況に応じて進め、支援員と一緒にゆっくり、じ

っくり取り組みます。学校で配布されているタブレットを用いてリモ

ート学習に取り組むこともできます。 

2. 社会的自立の基礎を養うため、軽スポーツ・野外活動・調理実習など、

さまざまな体験活動を通じて、心身のバランスを整えます。 

3. 個別の教育相談を行い、本人・保護者の心理的安定を図ります。 

（学校や関係機関と連携して支援を行います） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふんわり」通所時のお願い 

１ 原則、保護者の送迎です。中学生においては、学校長の承認により徒

歩・自転車での通所もできます。 

２ 昼食は、弁当・水筒の準備をお願いします。 

３ 服装は在籍校の制服または私服とします。派手な服装は禁止としま

す。（その他の規則は学校に準じた形となります。） 

４ 携帯電話は届け出制です。（送迎時に利用可） 

５ 教材費は、実費が必要な場合に限り徴収します。 

６ 通所期間は 4月から翌年 3 月までの 1 年間で、3月末には退所とな

ります。 

 

 

支援員は、「学校に行きたいけど行けない」「人と会う

のは緊張する」などと悩んでいる子供たちが、家から

出て安心して心身を休め、エネルギーを蓄えていける、 

そんな居場所づくりに努めます。 
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「ふんわり」入所までの手続き 

１ 支援センター見学 

※見学を希望する場合は、相談しやすい方（学校の先生、スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー、教育支援センター「ふんわり」支援員）に相談し

てください。事前に予約が必要です。 

２ 見学・説明の実施 

３ 体験入所 

４ 正式入所願いの提出 

５ 正式入所につての面談・協議 

６ 正式入所の許可 

  ※「入所通知書」が教育委員会より学校を通じて保護者へ送付されます。 

 

「ふんわり」へのアクセス 

広川町教育支援センター「ふんわり」 

 住所：〒834-0115 八女郡広川町大字新代 2165番地 1 

保健・福祉センターはなやぎの里 2 階 

 

「ふんわり」の連絡先 

教育支援センター「ふんわ

り」  

広川町教育支援センター「ふんわり」 

電話番号 ０９４３－２２－８７１７ 


